
	当事務所の強み

　「機動力ある、良質のリーガル・サービスの提供」
をモットーに日々、幅広い分野における複雑な法務
ニーズに応えている中規模・精鋭事務所。それが「敬
和綜合法律事務所」です。
　当事務所の 8 名のパートナー弁護士は、それぞ
れ、一般企業法務や訴訟に加え、金融法務、ファイ
ナンス、M&A、事業再生・倒産、知的財産権法務
など、異なる専門分野に精通しています。また、わ
が国の渉外弁護士の草分けである外山興三弁護士が
中心となり、多数の海外案件を手掛けています。
　このように企業法務の各分野をカバーする当事務
所は、案件に応じて必要なスキルを持った最小限の
人数のスタッフを柔軟にチーム編成することで、コ
ストを抑え、迅速に、良質のリーガル・サービスを
提供しています。
　たとえば、2020 年７月にパートナーに昇格した江
尻琴美弁護士（第一東京弁護士会所属、写真右）は、
企業法務全般、特に事業再生・倒産、M&A などを
得意とし、クライアントのニーズを細やかに汲み取
りながら、抜群のフットワークと精緻な分析が高く
評価されています。
　さらに、緻密なリサーチ力や我慢強い交渉力等、
高い能力と探求心を備えた若手アソシエイトも当事
務所の良質なリーガル・サービスを支えています。
松下祐弁護士もその１人です（写真左）。

コロナ下で発揮する「対応力」

　2020 年の新型コロナウイルス感染症の拡大を受
け、ビジネス界は多数の問題・紛争を抱えるに至っ

ています。当事務所においては、新型コロナの影響
で、資金繰りに窮したり、事業の継続が危ぶまれる
企業からの事業再生のご相談や、休業対応等の労務
管理、取引先からの支払猶予要請・テナントからの
賃料減額交渉への対応といった新型コロナ関連のご
相談を多数受けています。
　他方、新型コロナをチャンスと捉え、海外から日
本に対する投資活動を活発化させたり、新しいビジ
ネスを開始する動きもあります。日本企業への投資
や買収、新規ビジネスの立ち上げといった複雑かつ
専門性の高い分野のご相談にも迅速かつ適切に対応
できるのは、当事務所ならではの強みです。
　新型コロナに起因した、さまざまな新しい法的問
題が生じたとき、信頼できるリーガル・アドバイザー
は欠かせません。敬和綜合法律事務所は、新しい問
題にも、柔軟に、機動的に対応し、「コロナに負けな
いビジネス・企業」を共に構築するお手伝いをします。

敬和綜合法律事務所

コロナは危機か？チャンスか？
「コロナに負けないビジネス・企業」の構築を共に

事業へ積極的に関わり
コロナ禍においても収益に貢献する
アドバイスを

　当事務所は、金融商品取引業者をはじめ、Web
メディア、オンラインゲーム、AI、AR/VR といっ
たテクノロジーベンチャー、小売業、サービス業な
ど多岐にわたるクライアントに、M&A、ベンチャー
投資、新規事業支援、IPO 支援、ジェネラル・コー
ポレート等幅広い業務に関する法的アドバイスを提
供しております。そのため、丁寧に担当者からヒア
リングを実施して事業計画への理解を深め、案件に
関わっていく姿勢を重視しています。「法的リスク
を指摘したうえでリスクを取れるかビジネスジャッ
ジを徒らに求めたり、コストがかかる対案を示した
りする程度ではアドバイザーとして不十分でしょ
う。たとえば、M&A 後の労働条件の設定１つとっ
ても、事業計画への理解がなければ、人的資源の不
足など契約内容と事業計画の乖離に気づくことがで
きません。事業計画への理解と協働が、クライアン
トの収益に貢献するアドバイザーとして不可欠と考
えています。」（佐藤弁護士）

M&Aに関する大半の業務を通貫して
担える経験値

　当事務所は、これまで多くの M&A・投資案件に
関与してきました。そのなかでもここ数年増えたの
が、大企業とベンチャー企業との間のジョイントベ
ンチャーの設立案件やコーポレート・ベンチャー・
キャピタル（CVC）の設立案件です。前者は、ベ
ンチャー企業の事業の一部を会社分割などによって
子会社化し、当該子会社に大企業が第三者割当増資
などを行うケースです。事業計画に合わせて、ベン

チャー企業が持っている持分を大企業に売却する形
でジョイントベンチャーを終わらせるので、大企業
からすれば 2 段階買収ということになりますが、買
収スキームと事業計画との間に整合性があるのか
しっかりとリーガルの立場でも確認する必要がある
典型的なパターンです。一方、CVC は、コーポレー
トガバナンス・コード等によって上場株式への直接
投資のハードルが高くなるなか、本業とのシナジー
を意識しながら資金を活用する手法として近年活発
化してきた印象があります。「当事務所が、クライ
アントからこのような案件にアサインしていただ
くのは、当事務所が M&A に関する経験が豊富で
ありクライアントの収益に貢献できるアドバイザー
であるとご判断いただいているためと自負していま
す。」（佐藤弁護士）

法務アドバイザーのあり方にも Innovation を
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